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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって，JIS C 8158:2012 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 C 8158：2017 
 

一般照明用電球形 LED ランプ（電源電圧 50 V 超） 

Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V 

 

序文 

この規格は，一般照明用電球形 LED ランプの安全性，性能，形式，種別などを規定した製品規格である。

安全性に関しては，JIS C 8156 を引用し，また，性能については，JIS C 8157 を引用している。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，家庭用又はそれに類する一般照明用に用い，かつ，安定に点灯動作する装置と一体化した

電球形 LED ランプについて規定する。 

この規格で適用する電球形 LED ランプの範囲を，次に示す。 

－ 定格ランプ電力：60 W 以下 

－ 定格入力電圧 ：交流又は直流で 50 V を超え 250 V 以下 

－ 口金     ：E26/25 及び GX53 

この規格は，意図的に，JIS Z 9112 の 5.2（色度範囲）に規定する色度範囲を外れる光源色をもつように

生産された電球形 LED ランプには適用しない。また，OLED（有機 EL）を光源とする電球形状のランプ

にも適用しない。 

注記 小形一般照明用電球（E17 口金）の代替表示を，参考として B.2.2 に示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7507 ノギス 

JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第 1 部 口金 

JIS C 7710 電球類ガラス管球の形式の表し方 

JIS C 7801 一般照明用光源の測光方法 

JIS C 8156 一般照明用電球形 LED ランプ（電源電圧 50 V 超）－安全仕様 

JIS C 8157 一般照明用電球形 LED ランプ（電源電圧 50 V 超）－性能要求事項 

JIS Z 8113 照明用語 

JIS Z 9112 蛍光ランプ・LED の光源色及び演色性による区分 


